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墨田区条例第１７号 



   墨田区国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 墨田区国民健康保険条例（昭和３４年墨田区条例第１４号）の一部を次のように改

正する。 

 第４条中「施設給付決定保護者」を「入所給付決定保護者」に改める。 

 第１０条第１項中「３８万円」を「４２万円」に改める。 

 第１５条を次のように改める。 

 （一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定） 

第１５条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得

に係る地方税法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額並び

に他の所得と区分して計算される所得の金額（同法附則第３３条の２第５項に規定

する上場株式等に係る配当所得の金額、同法附則第３３条の３第５項に規定する土

地等に係る事業所得等の金額、同法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の

金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第

２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１

項、第３５条の２第１項又は第３６条の規定に該当する場合には、これらの規定の

適用により同法第３１条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を

控除した金額）、地方税法附則第３５条第５項に規定する短期譲渡所得の金額（租

税特別措置法第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２

第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項又は第３６条の規定に該当する場合

には、これらの規定の適用により同法第３２条第１項に規定する短期譲渡所得の金

額から控除する金額を控除した金額）、地方税法附則第３５条の２第６項に規定す

る株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第１１項若しくは第

１５項又は第３５条の３第１１項の規定の適用がある場合には、その適用後の金

額）、同法附則第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額（同

法附則第３５条の４の２第７項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律

（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２

の２第１０項に規定する条約適用利子等の額及び同条第１２項に規定する条約適用



配当等の額をいう。以下この条において同じ。）の合計額から地方税法第３１４条

の２第２項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所

得と区分して計算される所得の金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」

という。）に第１５条の４第１号の所得割の保険料率を乗じて算定する。 

２ 前項の場合における地方税法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額若しく

は山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合にお

いては、同法第３１３条第９項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。 

 第１５条の４第１項第１号中「１００分の８０」を「１００分の６．１３」に、

「１００分の５５」を「１００分の５６」に、「当該年度の住民税額」を「賦課期日

の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等」に、「第２９条の７第２

項第６号ただし書」を「第２９条の７第２項第４号ただし書」に改め、同項第２号中

「 ３万１，２００円」を「３万１，２００円」に、「１００分の４５」を「１００

分の４４」に改め、同条第２項を削る。 

 第１５条の６中「当該年度分の住民税額」を「賦課期日の属する年の前年の所得に

係る基礎控除後の総所得金額等」に、「第１５条の４」を「第１５条の４第１号」に

改める。 

 第１５条の７中「第１５条の４」を「第１５条の４第２号」に改める。 

 第１５条の８中「５０万円」を「５１万円」に改める。 

 第１５条の１１中「当該年度分の住民税額」を「賦課期日の属する年の前年の所得

に係る基礎控除後の総所得金額等」に、「第１５条の１２」を「次条第１号」に改め

る。 

 第１５条の１２第１項第１号中「１００分の２３」を「１００分の１．９６」に、

「１００分の５５」を「１００分の５７」に、「当該年度の住民税額」を「賦課期日

の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等」に、「第２９条の７第３

項第５号ただし書」を「第２９条の７第３項第４号ただし書」に改め、同項第２号中

「１００分の４５」を「１００分の４３」に改め、同条第２項を削る。 

 第１５条の１４中「当該年度分の住民税額」を「賦課期日の属する年の前年の所得

に係る基礎控除後の総所得金額等」に、「第１５条の１２」を「第１５条の１２第１



号」に改める。 

 第１５条の１５中「第１５条の１２」を「第１５条の１２第２号」に改める。 

 第１５条の１６中「１３万円」を「１４万円」に改める。 

 第１６条の３中「当該年度分の住民税額」を「賦課期日の属する年の前年の所得に

係る基礎控除後の総所得金額等」に、「第１６条の４」を「次条第１号」に改める。 

 第１６条の４第１項第１号中「１００分の２０」を「１００分の１．５３」に、

「当該年度の住民税額」を「賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総

所得金額等」に、「第２９条の７第４項第５号ただし書」を「第２９条の７第４項第

４号ただし書」に改め、同項第２号中「 １万２，０００円」を「１万３，２００

円」に改め、同条第２項を削る。 

 第１６条の５中「１０万円」を「１２万円」に改める。 

 第１６条の６を削る。 

 第１９条第３項を削る。 

 第１９条の２各号列記以外の部分中「５０万円」を「５１万円」に、「１３万円」

を「１４万円」に、「１０万円」を「１２万円」に改め、同条第１号中「地方税法第

７０３条の５の規定の例により」を削り、「算定した」の次に「地方税法第３１４条

の２第１項に規定する」を、「総所得金額」の次に「（同法第３１７条の２第１項第

２号に規定する青色専従者給与額又は同法第３１３条第５項に規定する事業専従者控

除額については、同条第３項、第４項又は第５項の規定を適用せず、また、所得税法

（昭和４０年法律第３３号）第５７条第１項、第３項又は第４項の規定の例によらな

いものとし、地方税法第３１４条の２第１項に規定する山林所得金額及び他の所得と

区分して計算される所得の金額（同法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等

に係る配当所得の金額、同法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る事業所

得等の金額、同法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第３

５条第５項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第３５条の２第６項に規定する

株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第１１項若しくは第１５

項又は第３５条の３第１１項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同

法附則第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額（同法附則第３



５条の４の２第７項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、租税条約等

実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額及び同条第１２項

に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。）の算定について

も同様とする。以下この条において同じ。）」を、「山林所得金額」の次に「並びに

他の所得と区分して計算される所得の金額」を加え、「同法」を「地方税法」に改め、

同号イ中「 ２万１，８４０円」を「２万１，８４０円」に改め、同号ロ中「 ６，

０９０円」を「６，０９０円」に改め、同号ハ中「 ８，４００円」を「９，２４０

円」に改め、同条第２号中「山林所得金額」の次に「並びに他の所得と区分して計算 

される所得の金額」を加え、同号イ中「 １万５，６００円」を「１万５，６００円」 

に改め、同号ロ中「 ４，３５０円」を「４，３５０円」に改め、同号ハ中「 ６，

０００円」を「６，６００円」に改め、同条第３号中「山林所得金額」の次に「並び

に他の所得と区分して計算される所得の金額」を加え、同号イ中「 ６，２４０円」

を「６，２４０円」に改め、同号ロ中「 １，７４０円」を「１，７４０円」に改め、

同号ハ中「 ２，４００円」を「２，６４０円」に改める。 

 第１９条の３中「都民税額及び特別区民税額」を「規定する総所得金額」に改め、

「都民税及び特別区民税の課税標準である」及び「（昭和４０年法律第３３号）」を

削り、「を同条第２項」を「については、同条第２項」に、「として計算した場合に

おける都民税及び特別区民税の額に相当する額）」を「によるものとする。第２項に

おいて同じ。）」と、「所得の金額（同法」とあるのは「所得の金額（地方税法」に、 

「総所得金額」」を「総所得金額（同法」」に、「よるものとする。）」と、「同法」 

とあるのは「地方税法」を「よるものとし、地方税法」に改める。 

 付則第３条中「（以下「公的年金等所得」という。）」を削り、「地方税法第７０

３条の５の規定の例により算定した総所得金額」とあるのは「地方税法第７０３条の

５の規定の例により算定した総所得金額」を「総所得金額（同法」とあるのは「総所

得金額」に、「）」と、「同法」とあるのは「地方税法」を「によるものとし、地方

税法」に改める。 

 付則第４条から第９条までを削り、付則第１０条を付則第４条とし、付則第１１条

及び第１２条を削り、付則第１３条を付則第５条とし、付則に次の１条を加える。 



 （平成２３年度及び平成２４年度における保険料の所得割額の算定の特例） 

第６条 平成２３年度及び平成２４年度における第１５条第１項、第１５条の６、第

１５条の１１、第１５条の１４及び第１６条の３に規定する基礎控除後の総所得金

額等の算出においては、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる金額を控除する

ものとする。 

 ⑴ 当該年度分の地方税法の規定による都民税及び特別区民税（同法の規定による

道府県民税及び市町村民税を含むものとし、同法第５０条の２及び同法第３２８

条の規定によって課する所得割の額並びに同法第２４条第１項の規定によって課

する利子割額、配当割額及び株式等譲渡所得割額を除く。以下この号において同

じ。）が課されない者（条例の定めるところにより当該都民税及び特別区民税が

課されない者を含む。） 賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の

総所得金額等の１００分の７５に相当する金額 

 ⑵ 前号に該当しない者であって、課税標準額（賦課期日の属する年の前年の所得

に係る地方税法第３１４条の３第１項に規定する課税総所得金額、課税退職所得

金額及び課税山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額（同

法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額、同

法附則第３３条の３第５項第１号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額、

同法附則第３４条第４項に規定する課税長期譲渡所得金額、同法附則第３５条第

５項に規定する課税短期譲渡所得金額、同法附則第３５条の２第６項に規定する

株式等に係る課税譲渡所得等の金額、同法附則第３５条の４第４項に規定する先

物取引に係る課税雑所得等の金額、租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０

項に規定する条約適用利子等の額及び同条第１２項に規定する条約適用配当等の

額をいう。）の合計額（１，０００円未満の端数があるとき、又はその全額が１，

０００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額）をいう。

以下この条において同じ。）が１００万円以下で、賦課期日の属する年の前年の

所得に係る基礎控除後の総所得金額等が課税標準額の１００分の１５０の金額を

超えるもの 賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等

から課税標準額の１００分の１５０の金額を控除した額の１００分の５０に相当



する金額 

 ⑶ 第１号に該当しない者であって、課税標準額が１００万円を超え、賦課期日の

属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等が課税標準額の１００分

の１５０の金額を超えるもの 賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除

後の総所得金額等から課税標準額の１００分の１５０の金額を控除した額の１０

０分の２５に相当する金額 

２ 世帯主又は当該世帯に属する被保険者が特例対象被保険者等であって、当該者の

賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等及び課税標準額

に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれているときは、当該給与所

得については、同条第２項の規定によって計算した金額の１００分の３０に相当す

る金額を当該者の給与所得として前項の規定を適用する。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２３年４月１日から施行する。ただし、第４条の改正規定は、

平成２４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の墨田区国民健康保険条例（以下「新条例」という。）第

１０条第１項の規定は、平成２３年４月１日以後の被保険者の出産について適用し、

同日前の出産については、なお従前の例による。 

３ 新条例第１５条、第１５条の４、第１５条の６、第１５条の８、第１５条の１１、

第１５条の１２、第１５条の１４、第１５条の１６、第１６条の３から第１６条の

５まで、第１９条の２、第１９条の３、付則第３条及び第６条の規定は、平成２３

年度分の保険料から適用し、平成２２年度分までの保険料については、なお従前の

例による。 

４ この条例による改正前の墨田区国民健康保険条例（以下「旧条例」という。）第

１６条の６、第１９条第３項、付則第４条から第９条までの規定は、平成２２年度

分までの保険料については、この条例の施行後も、なおその効力を有する。 

５ 旧条例付則第１１条の規定は、平成２０年度分の保険料については、この条例の



施行後も、なおその効力を有する。 

 


